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   平成２９年度 高知県警察官Ａ採用試験案内 

 

 

平 成 2 9 年 ４ 月 2 1 日 
 

高 知 県 人 事 委 員 会 

高 知 県 警 察 本 部 

受 付 期 間：平成２９年５月 ８日(月)午前９時から 

５月２９日(月)午後５時まで 

申 込 方 法：原則としてインターネット申込み 

第１次試験日時：平成２９年７月９日(日) 午前９時から 

第１次試験会場：高知市（高知小津高等学校） 

第１次試験会場：東京都（昭和女子大学） 

第１次試験会場：大阪府（摂南大学 寝屋川キャンパス） 

採用試験について、第１次試験会場への直接のお問合せはご遠慮ください。 
 

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容 

都 府 県 試 験 区 分 採用予定人員 職   務   内   容 

高 知 県 

(高知県警察) 

警察官Ａ男性 ２８名 

個人の生命、身体及び財産の保護、

犯罪の予防・鎮圧及び捜査、被疑者

の逮捕、交通の取締りその他公共の

安全と秩序の維持等の任務に従事し

ます。 

警察官Ａ女性  ７名 

共

同

試

験  

東 京 都 

( 警 視 庁 ) 
警察官Ａ男性  ３名 

大 阪 府 

(大阪府警察) 
警察官Ａ男性  ３名 

兵 庫 県 

(兵庫県警察) 
警察官Ａ男性  ３名 

（注 意） 

(1) 「警察官Ａ男性」は、高知県人事委員会が警視庁、大阪府警察本部及び兵庫県警察本部と共同し

て第１次試験を実施します。申込みの際には７ページの「11 共同試験」をよく読んでください。 

(2) 「警察官Ａ女性」は、高知県警察以外を志望することはできません。 

(3) 「本申込み」受付後は、志望先の変更は認めません。 

(4) 採用予定人員は、欠員等の状況によって今後変更になることがあります。 
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２ 受 験 資 格 

次の(1)から(3)までのいずれにも該当する者 

(1) 年齢及び学歴要件 

高 知 県 

(高知県警察) 

昭和 58 年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれた者で、学校教育法によ

る４年制の大学等を卒業した者又は平成 30年３月 31日までに卒業見込みの者 

共

同

試

験 

東 京 都 

( 警 視 庁 ) 

昭和 58年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた者で、学校教育法による

４年制の大学等を卒業した者又は平成 30年３月 31日までに卒業見込みの者 

大 阪 府 

(大阪府警察) 

昭和 59 年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれた者で、学校教育法によ

る４年制の大学等を卒業した者又は平成 30年３月 31日までに卒業見込みの者 

兵 庫 県 

(兵庫県警察) 

昭和 58 年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれた者で、学校教育法によ

る４年制の大学等を卒業した者又は平成 30年３月 31日までに卒業見込みの者 

※ 学校教育法による４年制の大学等の範囲は、高知県人事委員会事務局にお問い合わせください。 

※ 第１志望先の受験資格を満たさないときは、申込みを受け付けることができません。また、第２志

望先の受験資格を満たさないときは、第２志望先は失格扱いとなり、この場合、志望先の変更はでき

ません。 

 

(2) 日本国籍を有する者 

(3) 地方公務員法第 16条等に定められている次のいずれにも該当しない者 

  ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

ウ かつて受験を希望する地方公共団体の職員であって、当該地方公共団体において懲戒免職の処分

を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

 

３ 身体的要件の合格基準（高知県警察の場合） 

試験区分 

項目 

警 察 官 Ａ 男 性 警 察 官 Ａ 女 性 

握 力  両手とも２０kg以上 

視   力 両眼とも裸眼視力が 0.6以上又は矯正視力が 1.0以上 

色   覚 警察官として職務に支障がないこと 

聴   力 正常であること 

そ の 他 警察官として身体に職務遂行上の支障がないこと 

※ 一つでも基準を満たさない場合は、他の試験種目の得点にかかわらず、高知県警察の採用試験に不

合格となります。 

※ 警視庁・大阪府警察・兵庫県警察は、それぞれ身体的要件の合格基準が異なりますので、高知県人

事委員会事務局にお問い合わせください。  
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４ 申込方法及び受験手続 

申 込 

方 法 

○申込みは原則として、インターネットで受け付けます。 

受験申込みは、高知県職員等採用試験情報サイトから「高知県職員等採用試験受験申込シ

ステム」にアクセスし、画面の指示に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信

してください。 

（パソコンやスマートフォンでインターネットに接続することができない方は高知県人事

委員会事務局に電話でお問い合わせください。） 

 

【事前登録を行う前に受信設定をご確認ください。】 

事前登録で入力いただいたメールアドレス宛てに事前登録完了等のお知らせメールをお

送りします。受信設定をされている場合は、事前に「kochi＠mail.axol.jp」からのメール

が受信できるようにご設定ください。 

 

申込みは、「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。 

まず、事前登録を行い、ＩＤ番号とパスワードを取得した後、受付期間中にシステムのマ

イページにログインして「本申込み」を行ってください。ＩＤ番号とパスワードは受験番号

の確認等、以後の手続きに必要ですので、必ず控えておいてください。 

「本申込み」の受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知ら

せ」の電子メールを自動送信します。この電子メールが届かない場合は、必ず受付期間中に

高知県人事委員会事務局へお問い合わせください。 

 

申込方法等に関するお問い合わせは、受付期間中の午前８時 30分から午後５時 15分まで

受け付けます（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）。必ず電話で高知県人事委員会

事務局へお問い合わせください。 

受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。受付期間中は 24 時間申

込みを受け付けますが、保守点検作業等のためシステムを停止する場合があるほか、受付期

間終了の直前は、システムが込み合う恐れがありますので、余裕を持って申込みを行ってく

ださい。 

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負い

ません。 

受付 

期間 
平成 29年５月８日(月)午前９時から５月 29日(月)午後５時まで 

受験票 

の交付 

受験票は、受験申込受付期間終了後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知

らせ」の電子メールを送信しますので、システムのマイページにログインし、受験票をダウ

ンロードして印刷してください。なお、７月３日（月）までに電子メールが届かない場合は、

高知県人事委員会事務局へお問い合わせください。 

印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、受験者本

人が署名して第１次試験受験の際に必ず持参してください。 

受験票は、試験当日に必ず持参してください。 

受験票を忘れた者は、受験できませんので注意してください。 
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５ 試験の日時及び場所 

区 分 種 目 日 時 及 び 場 所 備  考 

第１次 

試 験 

教養試験 

身体検査 

体力試験 

 

平成 29年７月９日（日） 

午前９時から午後５時頃まで 

 ※ 試験会場での指示に従い、午前９時までに試験室に入

室してください。試験室へは午前８時から入室できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 東京及び大阪試験会場で受験できる者は、高知県警察の

み志望している者に限ります。 

第１志望又は第２志望で警視庁、大阪府警察又は兵庫県

警察を志望している者の受験地は、高知試験会場のみにな

ります。 

 試験会場は変

更になる場合が

ありますので、

受験票で確認し

てください。 

 

 第１次試験会

場の所在地は、

９ページの地図

をご覧くださ

い。 

第２次 

試 験 

論文試験 

適性検査 
平成 29年７月 23日（日） 

第１次試験の

合格者について

のみ実施しま

す。 

 

高知市で実施

する予定です

が、詳しい日程

等については第

１次試験の合格

通知の際にお知

らせします。 

口述試験 平成 29年８月 12日（土）から８月 16日（水）まで 

※ 「本申込み」受付後は、第１次試験の受験地の変更は認めません。ただし、災害又は転居等により

やむを得ないと認められる場合に限り、試験の実施に支障がない範囲で認めます。 

※ 悪天候等により試験日程に変更が生じた場合は、高知県職員等採用試験情報サイト等でお知らせし

ます。 

※ 試験当日の緊急時等の連絡は、試験会場ではなく、試験当日用緊急連絡先 080-2851-0560 へ連絡し

てください。 

  

 

【高知試験会場】 

 高知市城北町１－14 

  高知小津高等学校 

 

【東京試験会場】 

 東京都世田谷区太子堂１－７－57 

  昭和女子大学 

※ 身体検査・体力試験は教養試験終了後、近隣の体

育館へ移動して実施します。 

 

【大阪試験会場】 

 大阪府寝屋川市池田中町 17－８ 

摂南大学 寝屋川キャンパス 
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６ 試験の種目・内容及び配点 

試験は、次のとおり第１次試験及び第２次試験を行い、高知県警察官の最終合格者は、第１次試験と

第２次試験の総合得点（300点満点）に基づいて、高知県人事委員会が決定します。 

(1) 第１次試験 

種 目 内             容 

教養試験 

警察官として必要な大学卒業程度の一般的知識及び知能に関する五肢択一式による筆

記試験（出題数 50題、解答時間２時間 30分） 

<出題分野> 

社会、人文、自然、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈 

身体検査 

３ 身体的要件の合格基準（高知県警察の場合） に定めている身体を有しているかど

うかについて、次のことを検査測定します。 

ア 視力 イ 指及び関節運動 ウ 握力（女性のみ） 

※ 警視庁・大阪府警察・兵庫県警察は、身体的要件が異なります。 

※ コンタクトレンズ又は眼鏡を使用する者は必ず持参してください。 

体力試験 

職務遂行に必要な体力及び運動能力を有しているかどうかについて、下記の体力試験の

種目及び最低合格基準（高知県警察の場合）に定めている種目について試験を行います。 

※ 運動服、ショートパンツ及び体育館で使用する運動靴が必要です。必ず持参してくだ

さい。 

※ 持久力を測定する種目もありますので、体調管理に留意してください。 

 

○体力試験の種目及び最低合格基準（高知県警察の場合） 

試験区分 

種 目 
警 察 官 Ａ 男 性 警 察 官 Ａ 女 性 

反 復 横 跳 び 20秒間で 43回以上 20秒間で 41回以上 

腕 立 て 伏 せ 20回以上（２秒に１回） 10回以上（２秒に１回） 

上 体 起 こ し 30秒間で 23回以上 30秒間で 17回以上 

20ｍシャトルラン 44回折返し 29回折返し 

※ 腕立て伏せについては、肘を曲げたときに、男性は床に、女性は高さ９センチの基準物に、顎を接

触させる形で実施します。 

※ 体力試験は得点化し、教養試験との合計で合計得点を算出します。体力試験で２種目以上にわたり

上記基準を満たさない場合又は４種目の得点の合計点が基準を満たさない場合には、教養試験の得点

にかかわらず、高知県警察の第１次試験に不合格となります。 

 

(2) 第２次試験（高知県警察の場合） 

種  目 内          容 

論 文 試 験 警察官として必要な識見、表現力等に関する筆記試験 

口 述 試 験 人物、人柄等に関する集団討論及び個別面接による試験（個別面接は２回行います。） 

適 性 検 査 職務遂行に必要な適格性に関する検査 

身体精密検査 胸部疾患の有無、その他色覚、聴力等に関する検査（身体精密検査票の提出を求めます。） 

 

(3) 各種目の配点（高知県警察の場合） 

種 目 

区 分 

第１次試験 第２次試験 
総合得点 

教養試験 体力試験 論文試験 口述試験 

警察官Ａ男性・女性 ８０ 点 ２０ 点 ５０ 点 １５０ 点 ３００ 点 

※ 第１次試験においては、次の合格基準に達しない場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合

格となります。 

  教養試験：平均点の 70％以上  体力試験：上記「体力試験の種目及び最低合格基準」参照 

※ 口述試験の成績が合格基準に達しない場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。 
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７ 申込状況の発表 

申込状況は、随時、高知県職員等採用試験情報サイト http://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/に掲示し

ます。 

 

８ 合格発表 

区 分 時 期 場        所 

第１次試験 

合 格 者 
７月中旬 合格者の受験番号を、県庁玄関ホールの掲示板、高知県職員等採用試

験情報サイトに掲示します。また、合格者には「高知県職員等採用試験

受験申込システム」にて通知し、最終合格者には文書でも通知します。 最終合格者 ８月下旬 

※ 第１次試験合格発表日及び最終合格発表日は、それぞれ第１次試験及び第２次試験の際にお知ら

せします。 

 

９ 採 用 等 

(1) 最終合格から採用までのスケジュール 

最終合格者は、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿（有効期間：原則として１年間）に登載

され、警察本部からの請求に応じて成績順に提示されます。 

採用候補者の提示を受けた警察本部は、直ちに採用候補者に対して文書で入庁意思の確認を行い、

順次採用者を決定します。 

なお、この意思確認において、「採用辞退」の回答があった場合、又は期限内に回答がない場合

は、採用候補者名簿から削除されます。 

採用辞退等により、採用候補者名簿からの削除があった場合、追加の合格発表を行うことがあり

ます。 

また、採用候補者名簿に登載されても、平成 30 年３月 31 日までに大学等を卒業しなければ、採用

されません。 

(2) 採用の時期 

採用は原則として平成 30年４月１日の予定ですが、欠員等の状況によっては、これ以降となる場合

があります。また、採用可能な者については、平成 29年 10月１日に採用される場合があります。 

 

10 採用後の給与及び昇任等 

(1) 給与について 

警察官の給与は、警察官給料表が適用され、平成 29 年４月１日現在の初任給は 206,100 円ですが、

採用前の職歴等に応じて加算される場合があります。 

なお、このほかに期末手当及び勤勉手当が支給され、また、支給要件に該当する者には、扶養手当、

通勤手当等が支給されます。 

(2) 制服・装備品について 

勤務に必要な制服、その他の装備品は支給されます。 

(3) 採用後のスケジュールについて 

採用後は、巡査に任命され、高知県警察学校及び警察署において 15か月間の採用時教養を受けた後、

県内の警察署において勤務につきます。 

(4) 昇任について 

採用後は、本人の努力次第で、昇任試験又は選考により、巡査部長→警部補→警部→警視と上級幹

部に昇任することができます。 
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11 共 同 試 験 

「警察官Ａ男性」の第１次試験は、高知県人事委員会が警視庁、大阪府警察本部及び兵庫県警察本部

と共同で実施しますので、申込みに当たっては、次の点に留意してください。 

(1) 共同試験の概要 

高知県警察、警視庁、大阪府警察及び兵庫県警察のうちから志望先を第２志望まで選んで申込むこ

とにより、当該志望先の第１次試験を同時に受験したものとして取り扱います。ただし、高知県警察

を第２志望とすることはできません。 

 

(2) 志望先の選択 

第１志望は必ず選択し、第２志望は志望がなければ該当欄で「なし」を選択してください。 

なお、申込み後の志望先の変更は認めません。 

ア 高知県警察のほかに警視庁、大阪府警察又は兵庫県警察を志望する場合は、第２志望としてそ

の志望先を選択してください。 

イ 高知県警察を志望しないで警視庁、大阪府警察又は兵庫県警察を志望する場合は、志望順位に

従ってその志望先を選択してください。 

(3) 受験地について 

 東京及び大阪試験会場で受験できる者は、高知県警察のみ志望している者に限ります。第１志望又

は第２志望で警視庁、大阪府警察又は兵庫県警察を志望している者の受験地は、高知試験会場のみに

なります。 

(4) 合格者の決定等 

高知県警察官以外の第１次試験の合格者の決定は、高知県警察官の合格発表（７月中旬の予定）以

降に、警視庁、大阪府警察本部又は兵庫県警察本部が受験者の成績に基づいて行い、それぞれ合格者

に通知します。 

第２次試験の日時、場所等は上記合格通知に併せて通知されます。 

ただし、第１志望の第１次試験の合格者は、第２志望の第１次試験の合格者とはなりません。 

(5) 給  与 

  平成 29年１月１日現在の初任給（地域手当を含む。）は次のとおりです。（1,000円未満切り捨て。） 

東 京 都 

（警視庁） 
２５２，０００円 

大 阪 府 

（大阪府警察） 
２２５，０００円 

兵 庫 県 

（兵庫県警察） 
２２７，０００円   
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12 試験成績の開示 

この採用試験の受験者は、成績の開示を次のとおり請求することができます。 

対 象 者 第１次試験又は第２次試験を受験した者（最終合格者を除く。） 

請求期間 平成 29年９月 14日（木）から 10月 13日（金）まで 

開示内容 

第１次試験のみの受験者に対しては、第１次試験の種目別得点、合計得点及び順位。 

第２次試験の受験者に対しては、第１次試験及び第２次試験の種目別得点、総合得

点（第１次試験の得点を含む。）及び総合順位。 

ただし、体力試験、身体検査、身体精密検査、適性検査又は口述試験のいずれかで不合格

となった場合は、どの試験又は検査により不合格となったかについて開示し、順位は付さな

い扱いとなります。 

開 示 

請求書 
試験成績開示請求書は、第１次試験の際に受験者全員に配布します。 

請 求 の 

方  法 

○郵送による請求 

試験成績開示請求書に必要事項を記入のうえ､受験票と返信用封筒（定型、縦 14cm～

23.5cm×横 9㎝～12cm）を同封して、高知県人事委員会事務局へ請求してください。 

※返信用封筒には必ずあて先を明記し、返信用切手 392円（簡易書留相当分）を貼っ

てください。 

 

○来庁による請求 

 試験成績開示請求書に必要事項を記入のうえ､受験票を持参し高知県人事委員会事務

局に請求してください。 

 

※受験票は、第１次試験の際に回収しますので、試験成績の開示を希望される方は、マ

イページにログインし、改めて受験票を印刷してください。 

※ 高知県個人情報保護条例に基づく開示請求も可能です。 

 

13 そ  の  他 

(1) この試験についての問い合わせ先は、高知県人事委員会事務局又は高知県警察本部警務部となりま

す。 

(2) 申込みに伴い取得した個人情報は、採用試験以外の目的には使用しません。 

(3) 過去の論文試験・集団討論の課題及び試験問題の例題は、 

高知県職員等採用試験情報サイト http://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/に掲載しています。 

  また、高知県庁本庁舎１階の県民室でも閲覧できます。 
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第１次試験会場 案内図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

所在地：高知市城北町１－14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

所在地：東京都世田谷区太子堂１－７－57 
東急田園都市線（半蔵門線直通）「三軒茶屋」駅下車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地：大阪府寝屋川市池田中町 17－８ 

①京阪本線「寝屋川市」駅（南出口）から、京阪バスに乗車し「摂南大学」下車 

②ＪＲ京都線「茨木」、阪急京都線「茨木市」駅から京阪バスに乗車し「摂南大学」下車 

 

高知試験会場（高知小津高等学校） 

東京試験会場（昭和女子大学） 

大阪試験会場（摂南大学 寝屋川キャンパス） 
 

注意 

・ 試験当日は、摂南大学寝屋川キャンパス

の正門から入場してください。 

 

注意 

・ 試験当日は、昭和女子大学の正門から

入場してください。 

・ 身体検査・体力試験は教養試験終了後、

近隣の体育館へ移動して実施します。 
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問合せ先 
 

【採用試験全般に関すること】 

高知県人事委員会事務局 
〒７８０－０８５０ 

高知市丸ノ内二丁目４番１号 高知県庁北庁舎３階 

電話 088(821)4641 

試験当日用緊急連絡先 080-2851-0560 ※試験当日のみ通話可能 

高知県職員等採用試験情報サイト http://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/ 

 

 

【身体検査・体力試験、警察官の職務内容等に関すること】 

高知県警察本部警務部警務課 
〒７８０－８５４４ 

高知市丸ノ内二丁目４番３０号 

電話 088(826)0110  

(フリーダイヤル) 0120-032-376 

ホームページアドレス http://www.police.pref.kochi.lg.jp/ 

 

 

注     意 
１ 高知試験会場（高知小津高等学校）は土足禁止ですので、必ず上履きを持参してください。 

なお、試験会場において上履きを借りることはできません。 

２ 試験会場敷地内は全面禁煙です。 

３ 試験会場へ来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

また、近隣の方の迷惑になりますので、周辺への無断駐車や送迎のための試験会場近隣での一時

的な駐車もご遠慮ください。 

４ 試験会場付近に食堂等が少ないので、昼食の準備をしてきてください。 

５ 試験会場のゴミ箱は利用できません。ゴミは各自が持ち帰ってください。 

６ 第１次試験で実施する身体検査・体力試験では､運動服､ショートパンツ及び体育館で使用する運

動靴が必要です。 

７ 体力試験の受験に当たっては、持久力を測定する種目もありますので、体調管理に留意して

ください。 

８ コンタクトレンズ又は眼鏡を使用する者は必ず持参してください。 

９ 試験中は計算機能等がついた時計、携帯電話の使用はできません。試験中は必ず携帯電話の電源

を切ってください。試験中に携帯電話を身につけている場合又は触れた場合は、失格になることがあ

ります。 

 


